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１ 計画策定の背景 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。その背景には、精神保健上の問題だけで 

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等の様々な社会的要因があることが

知られています。 

自殺に至る心理としては、 

ᴴ ·ᶉ ᶞᵫ ╣ᶆ ᵣ ᶠᶨᶫ ∙ ᶍ ᵫ ᵧᶨᶫᶉᵣ  
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このような心理状態から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と見ることが  

できます。 
 

自殺の危機経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の自殺者数は平成１０年に急増し、以後年間３万人を超えていました。これを受け、 

国は自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）を平成１８年１０月に施行し、それまで「個人的

な問題」とされてきた自殺を「社会的な問題」として、社会全体で自殺対策を推進することに

なりました。 

ÌNPO ɒȍȾɓɜȘ Ô 2013ÕǻǽÍ 

■社会の多様化により地域生活の現場で起きる問題は、複雑化・複合化しています。複雑化・複合化した問題が、最も

深刻になったときに自殺は起きます。自殺の危機経路には様々な要因があり、平均して４つの要因が連鎖する中

で自殺が起きているという調査結果があります。 

 ὑ  
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その結果、平成２２年以降は１０年連続減少しており、平成２４年に１５年ぶりに３万人を 

下回りました。令和元年は２０，１６９人で、昭和５３年の統計開始以来最少となりました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が深刻化した令和２年は、前年より

９１２人多い２１，０８１人となり、１１年ぶりに増加に転じました。 

年間３万人の方が自殺により亡くなっていた時期から減少しているものの、依然として 

先進国（Ｇ７）の中での自殺死亡率が最も高く、未だ１年間で２万人を超える尊い命が亡くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 10 年 

平成 18 年 6 月 

平成 19 年 6 月 

       

平成24 年 8 月 

 

平成28 年 3 月 

平成28 年 4 月 

平成29 年 7 月 

令和 4 年 10 月 

※全国の自殺者数が３万人を突破 

「自殺対策基本法」成立 

「自殺総合対策大綱」閣議決定 

「いのちを守る自殺対策緊急プラン」決定 

「第２次自殺総合対策大綱」閣議決定 

※全国の自殺者数が３万人を下回る 

「自殺対策基本法の一部を改正する法律」成立 

「自殺総合対策推進センター」発足（自殺予防総合対策センター）を改組 

「第３次自殺総合対策大綱」閣議決定 

「第４次自殺総合対策大綱」閣議決定 
［令和４年版「自殺対策白書」より］ 

 

Ì ȰºȨǻǽ Í 

先進国（G７）の自殺死亡率 

［世界保健機関資料（2022 年2 月）より厚生労働省自殺対策推進室作成］ 

我が国の自殺対策をめぐる主な動き 

日本の自殺者数の推移 
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２ 計画見直しの趣旨と第２次計画の構成 
これまでの計画では、国の自殺総合対策大綱を基に、計画策定年の「地域自殺実態プロ

ファイル（奈良県奈良市）」に挙がる重点課題に対して、本市の自殺対策関連事業を分類し

たものも含めていました。 

今回、前計画の期間満了にあたり、第２次いのち支える奈良市自殺対策計画（以下、「第２

次計画」という）を策定し、さらなる自殺対策を推し進めていきます。 

今回の「第２次計画」は、計画の概要等を記した「第２次計画」を第一層にして、全庁的に

取り組む自殺対策関連事業を取りまとめた「いのち支える奈良市自殺対策行動計画」（以下、

「行動計画」という）を第二層とした、二層構造にすることにしました。 

「第２次計画」では、自殺者を限りなくゼロに近づけることを目指し「市民誰もが自殺に追

い込まれることのない奈良市」の実現のため、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施

策と連携を取りながら、自殺対策のさらなる推進をしていきます。 

 

３ 計画の位置づけ 
本計画は、平成２８年３月改正の自殺対策基本法（第１３条第２項）に基づく「市町村自殺

対策計画」として策定された前計画をもとに、各課の事業実績を反映し、令和４年１０月に

閣議決定された新たな国の自殺総合対策大綱を踏まえて改定したものです。 

また、本計画は、本市の行政運営を総合的かつ計画的に進めるための最上位計画である

「奈良市第５次総合計画」の「第３章 くらしづくり ４ 医療体制の充実と健康の増進 ③生

きることの包括的支援」における個別計画として位置付けるとともに、本市の他の関連計

画と整合性を図ることとします。 

また、自殺対策は、生きるための包括支援であることから、本市の既存の計画にとどまら

ず、今後策定される計画とも協調していくことを目指します。 

 

第２次いのち支える奈良市自殺対策計画と関連計画との関係図 
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整
合
性 

 

地域福祉計画 

障害者福祉基本計画 

子どもにやさしいまちづくりプラン 

子どもの豊かな未来応援プラン 

２１健康づくり 

母子保健計画  等の関連計画 

第２次いのち支える 

奈良市自殺対策計画・行動計画 
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４ 計画の期間 

本計画は、国の「自殺総合対策大綱」の見直しに合わせて改定します。 

現行の「自殺総合対策大綱」の見直しは５年ごとに行われているため、見直しに合わせ、

本計画は、令和６年度( ２０２４年度) から令和１０年度（２０２８年度）の５年計画とします。 

ただし、自殺要因の変化や社会の動向等を踏まえ、適宜計画内容の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の推進にあたっては、計画に基づく施策や取り組みを実施し、評価や検討、効果的な

事業の実施や施策の立案等を通じて、ＰＤＣＡサイクルを回しながら推進します。 
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５ 数値目標 
国は、平成２７年( ２０１５年) の自殺死亡率を基準に、令和８年( ２０２６年) までに、３０％ 

以上減らすことを目標として定めています。 

本市では平成３０年に計画を策定して、令和元年度より取り組みを実施してきました。そ

の間自殺死亡率は、令和元年に１９．０と最も多くなりましたが、その後、２年間は減少に転

じることができました。令和４年は新型コロナウイルス感染症の影響により、再び増加して

います。前計画の期間を通して、目標値に挙げたような減少につなげることはできません

でした。 

これを受けて、第２次計画からは、さらなる自殺対策の推進に向けて数値目標を設定せ

ず、奈良市第５次総合計画における自殺対策の目標にあります「限りなくゼロに近づける」

ことを目標としていきます。 

 

第 1次計画の数値目標  

年 H27  H30  R1 R2  R3  R4  R5  R8  

 基準

値 

計画 

策定年 
第 1 次計画期間 目標値 

目標値  13.1      12.8  10.6  

対 H27

年比％ 100  86.8      8 5 .0  70 .0  

実際の 

数値 
15.1  14.2  19 .0  16.3  13.5  16.4  ― ― 

※「目標値」と「実際の数値」は、自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）です。 

 

 

 

第２次計画の目標 

令和１０年（第２次計画終了時） 

限りなくゼロに近づける 

 

 

 

 

 

  

ᵊ֩ ֪ ᶍ ᶊᶃᵣᶅ  ɛ
国は、平成２８年自殺対策基本法の改正により、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実

現を目指して対処していくことが重要な課題であるとした。当面の目標として、先進諸国の現在の

水準まで減少させることを目指し、令和８年(2026 年) までに自殺死亡率を平成２７年と比べて  

３０％以上減少させることと定めている。 

平成２７年の自殺死亡率 
令和８年の自殺死亡率 

（目標値） 

18.5  13.0 以下 
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１ 自殺者の推移 
(１) 自殺者数の推移 

本市の自殺者数は、増減を繰り返しながら横ばい傾向が続いています。 

平成２５年に７０人と最も多くなり、平成２８年に４３人と最も少なくなっています。平均

すると年間５５人の方が自殺で亡くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 自殺死亡率の推移 
全体として本市の自殺死亡率は、増減を繰り返しながら横ばい傾向が続いています。

全国や奈良県と比べると下回っている年が多いですが、年々全国の死亡率の値に近づき

つつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元年 R2 R3 R4

総数 70 57 55 43 47 51 68 58 48 58

男性 39 39 35 24 33 37 44 37 19 40

女性 31 18 20 19 14 14 24 21 29 18
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È É 

Ô ╓ǞƽǄǾ ǡ ÕƾǼ  

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元年 R2 R3 R4

奈良市 19.2 15.6 15.1 11.9 13.0 14.2 19.0 16.3 13.5 16.4

奈良県 10.9 16.8 9.7 13.9 7.2 15.2 16.2 14.8 15.2 17.4

全国 21.4 20.0 18.9 17.2 16.8 16.4 15.9 16.7 16.7 17.5

5

10

15

20

25

Ô ╓ǞƽǄǾ ǡ ÕƾǼ  

È 10 É 

 ⁸  

自殺者数の推移 

自殺死亡率の推移（全体） 
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２ 自殺者の分析 

(１) 自殺死亡率の比較（男女別） 

男性は大きく増減を繰り返しています。女性は、全国や奈良県の数値と大きな差はな

く、横ばい傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人口10 万対） 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元年 R2 R3 R4

奈良市 16.1 9.3 10.4 9.9 7.3 7.4 12.7 11.1 15.4 9.6

奈良県 10.9 11.6 9.7 8.5 7.2 9.6 10.9 10.5 10.9 11.5

全国 13.0 12.3 11.3 10.4 10.0 10.1 9.4 10.8 11.0 11.1

5

10

15

20

25

30

35

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元年 R2 R3 R4

奈良市 22.7 22.7 20.4 14.1 19.5 22.0 26.2 22.2 11.4 24.2

奈良県 24.0 22.6 22.9 19.8 20.4 21.5 22.1 19.6 20.1 23.8

全国 30.3 28.1 27.0 24.5 24.0 23.2 22.9 22.9 22.8 24.3

5

10

15

20

25

30

35

厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」から作成 

厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」から作成 

（人口10 万対） 自殺死亡率の比較（女性） 

自殺死亡率の比較（男性） 
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(２) 自殺死亡率の年代別の傾向 

平成２９年から令和３年までの自殺率の年代別の傾向として、全体では２０歳未満、３０

歳代、４０歳代の層が、全国や奈良県よりも高くなっています。 

男女別では、男女ともに２０歳未満が全国と奈良県よりも多くなっています。また、男

性は４０歳代と６０歳代、女性は５０歳代と７０歳代で、全国や奈良県よりも多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 歳未

満
20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代

80 歳以

上

奈良市 4.1 23.6 21.3 26.7 24.2 25.0 18.4 27.8

奈良県 3.9 20.6 24.9 25.7 26.8 21.1 23.1 31.7

全国 3.8 24.0 24.5 26.1 30.5 24.2 26.9 34.3

0
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35男性

20 歳未

満
20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代

80 歳以

上

奈良市 3.5 11.4 9.5 10.8 16.2 6.0 14.4 7.9

奈良県 3.0 11.6 10.8 11.5 13.3 9.0 11.9 9.6

全国 2.4 11.4 9.5 10.8 12.7 10.9 13.2 13.0

0

5

10

15

20

25

30

35女性

Ʒǡǔ ƻǾ ȤɜȨºÔ ╓ ɀɖȾȊȍɔ2022 Õ 

20 歳未

満
20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代

80 歳以

上

奈良市 3.8 17.0 18.3 19.7 20.0 14.8 16.2 15.4

奈良県 3.5 16.0 17.7 18.4 19.8 14.7 17.0 17.9

全国 3.1 17.9 17.1 18.6 21.6 17.4 19.5 20.6

0
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35
全体 

（人口10 万対） 
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6.6 

5.4 

2.9 

31.1 

29.2 

27.6 

4.4 

5.2 

5.5 

5.4 

5.8 

3.7 

3.1 

1.7 

2.2 

25.1 

22.0 

23.9 

22.4 

29.1 

33.1 

1.8 

1.8 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

奈良県

奈良市

自営業・家族従事者 被雇用者・勤め人 学生・生徒等 主婦

失業者 雇用保険等 その他無職者 不詳

(３) 自殺者の職業 

平成２９年から令和３年までの自殺者の職業別の割合を全国や奈良県に比べ、本市の

無職者（「学生・生徒等」「主婦」「失業者」「年金・雇用保険等生活者」「その他の無職者」）の

割合が多くなっています。 

 

  

 

 

   

  

  

  

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

(４) 自殺者の原因・動機 

平成２９年から令和３年までの自殺者の原因・動機について、全国や奈良県と比較する

と、本市においても全国や奈良県と同じく「健康問題」が最も多くなっています。また、

「勤務問題」は全国や奈良県よりも高くなっています。（複数回答可） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=272 

  

ｎ=1,022 

ｎ=103,496 

69.5% 

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル20 2 2 更新版」 

65.6% 

62.2% 

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル20 2 2 更新版」 

（%） 

家庭問題 健康問題
経済

生活問題
勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不詳

奈良市 15.6 42.8 12.0 8.8 2.7 1.5 7.3 9.3

奈良県 17.4 44.5 12.0 7.3 3.7 1.5 5.0 8.5

全国 12.0 39.4 12.1 7.1 2.9 1.4 4.4 20.8
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自殺者の職業別の割合 

自殺者の原因・動機別の割合 
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 (５) 主な自殺者の特徴 

平成２９年から令和３年までの自殺者を「性別」「年齢層」「職業の有無」「同居・独居」の

４つの属性で分類し、自殺者の多い上位５位を抽出しました。 

属性別では、「同居」が１～５位に共通してありました。また、「無職者」は１位、３位、４位、

５位を占めています。「性別」では、男性が１位、２位、５位を占めています。 

また、５位に２０歳～３９歳が入っており、若年化の傾向も見られます。 
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Ū
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いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル20 2 2 更新版」 

※「地域自殺実態プロファイル(2022 )」は、自殺総合対策推進センターが委託を受けて、平成29 年から令和

３年の警察庁自殺統計原票データの居住地・自殺日を用いて作成されています。 

※ 年齢層は、「20 ～39 歳」・「40 ～59 歳」・「60 歳以上」と分類しています。 

※ 順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順としています。 

※「自殺死亡率*」の母数（人口）は令和２年国勢調査を基に自殺総合対策推進センターにて推計しています。 

※「背景にある主な自殺の危機経路** 」は、NPO 法人ライフリンク作成「自殺実態白書2013 」（本計画P１）を

参考にしています。 
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(６) 自殺者の未遂歴 

平成２９年から令和３年までの自殺者２７２人のうち、２３．５％に自殺未遂歴があり、

全国や奈良県に比べて高くなっています。 

 

  

 
 H29  H30  H31  R2  R3   

あり 17  9  14  9  15  6 4( 0 2 3 .5% )  

なし 2 5  38  3 7  43  3 1 174 ( 0 64 .0 %)  

不詳 5  4  17  6  2  3 4( 0 12 .5% )  

合計 47  51  68  58  4 8  272 ( 100 .0 %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È É 

19.4 

22.4 

23.5 

62.3 

64.7 

64.0 

18.3 

12.9 

12.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

奈良県

奈良市

あり なし 不詳

ｎ=103,496 

ｎ=1,022 

ｎ=272 

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル20 2 2 更新版」 

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル20 2 2 更新版」 

自殺者の自殺未遂歴の割合 

自殺者の自殺未遂歴（全国、奈良県との比較） 
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(７) 男女別自殺者の未遂歴 

平成２９年から令和３年までの自殺者の自殺未遂歴を男女別でみると、男女ともに未

遂歴がなく自殺で亡くなる人が多くなっています。特に、男性は女性よりも割合が高くな

っています。 

女性の自殺者は、男性よりも未遂歴のある自殺者が多く、４割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル20 2 2 更新版」から奈良市で作成 

È%É 

È%É 

いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル20 2 2 更新版」から奈良市で作成 

あり なし 不詳

奈良市 12.4 71.8 15.9

奈良県 15.9 69.7 14.3

全国 14.5 65.8 19.7
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自殺者の自殺未遂歴（女性） 
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(８) 自損行為による救急搬送 

本市の自損行為による救急隊の出場件数は、毎年、全出場件数の1％前後となって 

います。  

 

                          

 29  H30  R  R2  R3  R4   

全出場件数( 件)  19,077  20,362  21,102  18,596  19,762  22,992  102,814  

 自損行為件数( 件)  145  150  182  172  161  175  840  

 搬送者数( 人)  115  107  134  121  117  120  7 14  

不搬送者数( 人)  3 0  4 3  4 7  5 2  4 5  5 5  2 7 2  

 

  

 

 

３ 「地域自殺実態プロファイル 2022」の重点課題 

「地域自殺実態プロファイル2 022 」で分析された結果、「推奨される重点パッケージ」と

して以下の 3 つの重点課題が挙げられています。それに加えて本市では「子ども・若者」を

追加の重点課題としています。 

 

プロファイルの重点課題 
 

追加の重点課題 

高齢者 

生活困窮者 

勤務・経営 

 

子ども・若者 

 

 

 

 

 

 

  

ᵆ ᵴᶫᶪ ḙḋ᷆ᴻḀᵇ 

・「（5 ）本市の主な自殺者の特徴」の上位3 区分の自殺者の特性と背景にある主な自殺

の危機経路を参考に「子ども・若者」、「勤務・経営」、「生活困窮者」、「無職者・失業者」、

「高齢者」の中から選定されます。 

・過去5 年（平成29 年から令和 3 年）の合計に基づいており、集計年により異なる可能

性があります。 

・経年的な推移（過去5 年の増加傾向等）は考慮されていません。 

 

自損行為救急件数 È É 

［奈良市消防局提供資料］ 

※ 自損行為として、傷病者本人や関係者から情報を得たもの、状況から断定できるも

のを計上しています。 

※ 「不搬送件数」には、死亡事例も含まれます。 

※ 自殺企図であっても、精神科等へ搬送し急病（精神疾患）として分類されるものは計

上されません。 
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１ 施策の体系 

本市の自殺対策は、以下の３つの施策群で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 自殺対策における取り組み 

(3)生きる支援の関連施策（一覧） 

１ 地域におけるネットワークの強化 

２ 自殺対策を支える人材の育成 

３ 市民への啓発と周知 

４ 生きることの促進要因への支援 

５ 児童生徒のSOSの出し方に関する教育 

(1)基本施策 

１ 高齢者の自殺対策 

２ 生活困窮者の自殺対策 

３ 勤務・経営の自殺対策 

４ 子ども・若者の自殺対策【追加】 

(2)重点施策 

自殺総合対策の基本方針 

ÈŦÉ ǀǾǆǛǡ ǝ ⱱǛǊǙ ǌǾ 

ÈŧÉ Ǜǡ ǝ ȅ ǊǙטּ Ǟ ǽ ǳ 

ÈŨÉ ꞌǡ ǞꞌǋǙɕɂɔǇǛǡ ȅ וֹ Ǟ ǈǎǾ 

ÈũÉÔ ÕǛÔ Õȅ ǛǊǙ ǌǾ 

ÈŪÉ         Ǧ ǡ ȅ  Ǌטּ

ǐǡ ¤ ȅ ǌǾ 

ÈūÉ ǡ Ǧ ǡ ǫǡהּ  

Ŧ£ ╓ɕɂɔǡ ǝ ǫǡ ⱱȅ  ǌǾטּ

ŧ£ ╗ ǥǛǽǡ ǀǛ ǽȅ ǌ 

Ũ£ ǡ Ǟ ǌǾ ȅ ǌǾ 

ũ£ Ǟ ȂǾ ǡ   Ǧ ǡ ȅ Ǿ 

Ū£ ǡ ȅ ⱱǌǾ ǡ Ǜ ǡ ǘǂǽȅ ǌǾ 

ū£ ǝ ═ ȞºȼȢȅ ǄǼǿǾǻƹǞǌǾ 

Ŭ£ ǡ ɓȢȘȅ  ǈǎǾזּ
ŭ£ ǡ ǡ ȅ ǃ 

Ů£┼ǈǿǒ ǫǡ ⱱȅ ǌǾ 

10. Ǜǡ ȅ  ǌǾטּ

11. ǜǵ¤ ǡ ȅ Ǟ ǌǾ 

12. ǞǻǾ ȅ Ǟ ǌǾ 

13. ǡ ȅ Ǟ ǌǾ 

自殺総合対策における当面の重点施策 

第２次奈良市自殺対策計画・行動計画 

自殺総合対策大綱 

以上を基に全庁一丸となって「生きることの包括的な支援」を継続し、自殺対策に取り組

んでいきます。 
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Ô基本施策」は、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取り組

みになります。そのため、「事前対応」「危機対応」「事後対応」「事前対応の更に前段階での

取り組み」のすべての段階に及び、分野的にも「実践」と「啓発」の両方を網羅する幅広い 

施策群となっています。 

 
 

 

 
本市の自殺対策を推進する上で基礎となるのが、地域におけるネットワークの強化です。 

地域のネットワークのあらゆる相談窓口が「ハイリスク者への包括的支援の入口」になれ

るように自殺対策との連携に取り組みます。その際、行政機関だけでなく、地域の関係機関

への働きかけにも努めます。特に、自殺の要因となり得る分野との連携を強化していきま

す。 

 

 

 

 
自殺対策を支える人材の育成は、本市の自殺対策を推進する上で基礎となる重要な取り

組みです。市職員が自殺対策の意識をもって相談対応をすることで、自殺対策につながる

ことを目指して、計画では市職員に対する人材育成に取り組みます。 

また、自殺対策基本法では、国民の責務についても明記されています。そこには、「生き

ることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努める」

ことを責務としています。 

第2 次計画では、市民に地域での支え手・担い手となってもらえるようにゲートキーパー

の養成を推進していきます。また、ゲートキーパーを継続してもらえるように、フォローアッ

プも行っていきます。 

   ＜具体的な施策例＞ 

・地域の専門職を対象とする研修 

・市民を対象とする研修 

・学校教育・社会教育に関わる人への研修 

・関係者間の連携調整を担う人材の育成 

・寄り添いながら伴走型支援を担う人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᵊ֩ ֪᷇ᴻḐ᷂ᴻḙᴻᶇᶎᵋ 

 「悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援や相談につなげ、見守る人」の 

ことです。話をよく聴き、一緒に考えてくれる人がいることは、悩んでいる人の孤立を防ぎ、

安心を与えます。                （内閣府「誰でもゲートキーパー手帳 第２版より」） 

基本施策１  地域におけるネットワークの強化  

基本施策２   自殺対策を支える人材の育成 

 

 (１)基本施策 
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自殺に追い込まれる危機は「誰にでも起こり得る危機」です。しかし、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることが大

切になります。危機に陥ったときには、誰かに援助を求めるのが適当であるということを、

社会全体の共通認識となるように、積極的に普及啓発を図っていきます。 

このような共通認識のもと、自殺に対する誤った認識や偏見をなくし、自分の周りにいる

かもしれない自殺を考えている人の存在に「気づき－思いに寄り添い－声をかけ－話を聴

き－必要に応じて専門家につなぎ－見守る」という自殺対策における国民一人ひとりの役

割についての意識が共有されるように啓発を進めます。 

また、市民が相談機関や相談窓口の存在を知らなければ、問題を抱えた際に適切な支援

へとつながることもできません。市民との様々な接点を活かして相談機関等に関する情報

を提供するとともに、市民が自殺対策に理解を深められるように努めます。 

     à ᶉ ＞ 

・リーフレット・啓発グッズ等の作成と活用 

・市民向け講演会、イベント等の開催 

・各種メディアを活用した啓発 

 

 

 

 

 

自殺対策は、個人においても社会においても「生きることの阻害要因」を減らす取り組みに加え

て、「生きることの促進要因」を増やす取り組みを行うことです。 

「生きることの促進要因」の強化につなぎ得る、居場所づくり、自殺未遂者への支援、遺された人

への支援等を推進していきます。 

   ＜具体的な施策例＞ 

・居場所づくり活動 

・自殺未遂者等への支援 

・遺された人への支援 

 

 

 

児童生徒が、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を

身に付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）の実施に向けた環境づくりを進めま

す。 

   ＜具体的な施策例＞ 

・SOS の出し方に関する教育の実施 

・SOS の出し方に関する教育を推進するための連携の強化 

基本施策３   市民への啓発と周知 

 

基本施策４   生きることの促進要因への支援 

基本施策５    児童生徒のSOSの出し方に関する教育 
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「重点施策」は、２章の現状分析からでてきた重点課題「高齢者」「生活困窮者」「勤務・  

経営」に「子ども・若者」を加えています。それぞれの対象に関わる様々な施策を結集させる

ことで、一体的かつ包括的な施策群として「生きることの包括的な支援」として推進して 

いきます。 

 

 

 

 

高齢者は、配偶者をはじめとする家族との死別や離別、身体疾患等をきっかけに、孤立

や介護、生活困窮等の複数の問題を抱え込みがちです。また、地域とのつながりが希薄で

ある場合は、問題の把握が遅れてしまい、その間に自殺のリスクが高まる恐れもあります。

そのため、自殺リスクの高い高齢者の早期発見・早期支援が大きな課題となっています。 

また、団塊世代の高齢化がさらに進むことで、介護に関わる悩みや問題も一層増えてい

くことが考えられます。さらには、ひきこもり状態が長期化する中で、本人と親が高齢化し、

公的な支援につながらないまま社会から孤立してしまう「８０５０（ハチマル・ゴウマル）問題」

のように高齢者本人だけでなく、家族や世帯に絡んだ複合的な問題も増えつつあります。

そうした家庭では、支えられる側と支える側がともに疲弊してしまい、共倒れの危機につな

がることが懸念されます。 

これらのことを踏まえ、高齢者本人を対象にした取り組みのみならず、高齢者の家族や

支援者に対する支援も含めて、自殺対策の啓発と実践をともに強化していく必要がありま

す。具体的には、相談支援先の情報を高齢者や支援者に周知することや、自殺リスクの高い

高齢者を早期に発見し、支援につなげること等が挙げられます。 

また、地域包括ケアシステムや地域共生社会の実現と連動することや、高齢者の孤立・ 

孤独を防ぐための居場所づくり、社会参加の強化等といったソーシャル・キャピタルの醸成

を促進する施策を進めていきます。 

  ＜具体的な施策例＞ 

・包括的な支援のための連携の推進 

・地域における要介護者に対する支援 

・高齢者の健康不安に対する支援 

・社会参加の強化と孤独・孤立の予防 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２)重点施策 

重点施策１  高齢者の自殺対策 



 

- 18 - 

 

 

 

 

 

生活困窮者はその背景として、介護、育児や子育ての悩み、多重債務、労働、知的障害、

発達障害、精神疾患、虐待、性暴力被害、依存症、性的マイノリティ、被災避難等の多様かつ

広範な問題を、複合的に抱えていることが多く、経済的困窮に加えて関係性の貧困があり、

社会的に排除されやすい傾向にあります。 

いわゆる生活困窮者は、複合的に様々な背景を抱えていることが多く、結果として、自殺

リスクが高くならざるを得ない人が多数存在するということを理解した上で、包括的な生

きる支援を実施することが効果的な取り組みとなりえます。 

また、「生活困窮の状態にある者・生活困窮に至る可能性のある者」が自殺に至らないよ

うに、生活者に最も身近な市町村において、生活困窮者自立支援制度と連動させることで、

より効果的に進めることが必要です。社会的に孤立した生活困窮者を地域の人々とつなぐ

活動は「生きることの促進要因」を強化するとともに、自殺リスクを抱える生活困窮者を 

見出し、支援へとつなぐことにより「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす

自殺対策になります。そのために、市町村レベルでの生活困窮者自立支援担当部門と自殺

対策担当部門の連携を図っていきます。 

      ＜具体的な施策例＞ 

・相談支援、人材育成の推進 

・居場所づくりや生活支援の充実 

・自殺対策と生活困窮者自立支援制度との連動 

 

 

 

 
職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進するため、長時間労働の是正、職場に  

おけるメンタルヘルス対策の推進、ハラスメント防止対策等を勧める必要があります。 

過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会

の実現のため、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援等の

過労死等の防止のための対策を推進する必要があります。 

職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推進するため、引き続き、「労働者の心の健康

の保持増進のための指針」（厚生労働省平成18 年 3 月策定、平成27 年 11 月改訂）の 

普及啓発を図るとともに、労働安全衛生法の改正により平成27 年 12 月に創設された 

ストレスチェック制度の実施の徹底を通じて、事業場におけるメンタルヘルス対策の更なる

普及を図ることが重要です。 

事業所においてパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関する

ハラスメントがあってはならないという方針の明確化や、その周知・啓発、相談窓口の設置

等の措置が講じられるよう取り組みを勧めていきます。 

     ＜具体的な施策例＞ 

・職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

・過労自殺を含む過労死等の防止について 

・長時間労働の是正 

・ハラスメント防止対策 

・経営者に対する相談事業の実施等 

重点施策２  生活困窮者の自殺対策 

    ᴴ ☺ ᶍ  
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本市の地域自殺実態プロファイルの重点課題では、「高齢者」「生活困窮者」「勤務・経営」

が挙がっていますが、男女別の年代別自殺死亡率を見ると、本市の20 歳未満の自殺死亡

率は全国や奈良県よりも高く、「子ども・若者」も課題であると考えます。 

また、この時期に児童虐待やヤングケアラー、いじめなどの問題を抱えると、自己肯定感

が育たず、自殺に傾きやすくなると言われています。そのため、将来の自殺予防につなげる

ため、重点課題に「子ども・若者」を加えることにしました。 

「子ども・若者」対策としては、児童生徒、大学生、１０歳代から30 歳代の有職者と無職者、

非正規雇用者等の対象者を念頭に自殺対策を進める必要があります。 

また、子どもから大人への移行期という精神的、身体的に大きな変化に加え、ライフステ

ージや立場、生活環境等の置かれている状況も異なることから、抱える悩みは多様ですが

それぞれの段階にあわせた対策を進める必要があります。 

児童生徒及び学生は、家庭・地域・学校を主な生活の場としており、自殺対策に関係する

機関としては児童福祉や教育機関が挙げられますが、10 歳代後半からは非就学の若者も

増加することから、若者の就労、生活支援に関わる労働関係機関やこれらの世代に関連 

する機関、団体も支援に関係します。そのため、保健・医療・福祉・教育・労働等幅広い関係

機関と連携し、対策を進める必要があります。  

 à ᶉ á 

・若者の抱えやすい課題に着目した学生・生徒等への支援の充実 

・いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

・経済的困難を抱える子ども等への支援の充実 

・ICT を活用した若者へのアウトリーチの強化等 

・若者自身が身近な相談者になるための取り組み 

・社会全体で若者の自殺のリスクを低減させるための取り組み 

 

 

 

 

「生きる支援の関連施策」は、全庁より回答された自殺対策の関連事業のうち、「基本施策」や「重点

施策」に当てはまらない事業を集約した施策群です。 

 

 

 

 

  

 (３) 生きる支援の関連施策 

    ᶈᶡᴴ ᶍ  
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自殺対策体系の各会議の構成 

ǡ Ǣ ǞŧǗǡ Ǟǻǽ ǈǿǙƷǱǌ¡ 

 

(１) いのち支える奈良市自殺対策推進本部 

根 拠 等 「いのち支える奈良市自殺対策推進本部設置要領」 

役  割 

・計画の見直しについて検討 

・重点課題の対策について協議 

・行動計画の実績報告 

構 成 員 委員長及び委員 

委 員 長 副市長（健康医療部担当） 

委 員 
副市長２名、教育長、 

関係部局の部長級の職員で構成 

 

 

(２) 奈良市精神保健福祉連絡協議会 

根 拠 等 「奈良市精神保健福祉連絡協議会設置規則」による審議会 

役  割 
・自殺対策の取り組み 

・計画の見直しについて報告を受け協議 

構 成 員 委員長及び委員 

委 員 長 保健所長 

委 員 
精神科医、奈良市医師会の代表、奈良県精神保健福祉センターの医師など

１０名で構成 

 

                            

 

 

 

 

 

 自殺対策の推進体制 
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10 ⌐ ↕╣√₈ ╙ ⌐ ™ ╕╣

╢↓≤─⌂™ ─ ╩ ⇔≡ ₉─₈  ─ ₉╟

╡ ⁹ 

⌂⅔⁸↓─ │ ─₈  ⌐⅔↑╢ ╡ ╖  

─ ₉╩ ∆╢ ⌂ ⅎ ≤⌂∫≡™╕∆⁹  

 

( )  ⅝╢↓≤─ ⌂ ≤⇔≡ ∆╢  

⌐⅔™≡╙ ⌐⅔™≡╙⁸₈ ⅝╢↓≤─ ₉╟╡₈ ⅝╢

↓≤─ ₉⅜ ∫√≤⅝⌐ ─ꜞ☻◒⅜ ╕╢≤↕╣≡™╕∆⁹

∕─√╘⁸ │₈ ⅝╢↓≤─ ₉╩ ╠∆ ╡ ╖⌐ ⅎ

≡⁸₈ ⅝╢↓≤─ ₉╩ ╛∆ ╡ ╖╙ ™⁸ ─ ╡ ╖╩

∂≡ ꜞ☻◒╩ ↕∑╢ ≢ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹  

╛ ≤™∫√ ─ ∞↑≢⌂ↄ⁸₈ ⅝╢

₉⌐ ∆╢ ─№╠╝╢ ╡ ╖╩ ⇔≡⁸╕↕⌐₈ ⅝╢↓≤─

⌂ ₉≤⇔≡ ∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹  

↓─ ⅎ │⁸₈ ╡ ↕⌂™₉ ≢╟╡╟™ ─ ╩

∆ ─ ≢№╢SDGs─ ≤ ∆╢╙─≢№╢↓≤⅛╠⁸

│⁸SDGs─ ⌐ ↑√ ≤⇔≡─ ╙ ∟ ╦∑╢╙─≢№╢

≤ ⅎ╠╣╕∆⁹∕─√╘⁸ ⅛╠⁸ ⌐SDGs─

╩ ∆╢↓≤⌐⌂╡╕⇔√⁹ 

 

( )  ≤─ ⌂ ╩ ⇔≡ ⌐ ╡ ╗  

⌐ ™ ╕╣╟℮≤⇔≡™╢ ⅜ ⇔≡ ⅝╠╣╢╟℮⌐∆╢↓≤

≢⁸ ╩ ←√╘⌐│ ⌂ ∞↑≢⌂ↄ⁸ ה ⌂

╩ ╗ ⌂ ╡ ╖⅜ ⌐⌂╡╕∆⁹ 

↓─╟℮⌂ ⌂ ╡ ╖╩ ∆╢√╘⌐│⁸ ₁⌂ ─ ╛

₁╛ ⅜ ⌐ ∆╢ ⅜№╡⁸∕─√╘⌐│⁸ ─ ≤⌂╡

╢ ╩ ⅎ√ ─ ⌐№√╢ ₁⅜⁸ ⅝╢√╘─ ─ ╩ ∫

≡™╢≤™℮ ╩ ∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹  

 

( )  ─ ⌐ ∂≡꜠ⱬꜟ↔≤─ ╩ ⌐ ↕∑╢  

⌐ ╢ ─ │⁸ ─3≈─꜠ⱬꜟ⌐ ↑≡ ⅎ⁸↓╣╠

╩ ⌐ ↕∑╢↓≤≢⁸ ⌐ ⇔╕∆⁹ 

 

ה ₁ ─ ⌐ ╡ ╗ ╩ ℮₈ ─꜠ⱬꜟ₉  

ה ╩ ⌐ ⅎ╢ ⌐ ⇔≡ ⌂ ╩ ℮√╘─

⌐╟╢ ⌂≥─₈ ─꜠ⱬꜟ₉ 

ה ⁸ ⁸ ─ ╖─ ╛ ⌐ ╦╢₈ ─꜠ⱬꜟ₉ 

 

 

 

 

 

 

─ ╟╡  
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( )₈ ₉≤₈ ₉╩ ≤⇔≡ ∆╢  

⌐ ™ ╕╣╢≤™℮ │₈ ⌐≢╙ ↓╡ ╢₉↓≤≢∆⅜⁸

⌐ ∫√ ─ ╛ P1╩ │ ↕╣⌐ↄ™ ⅜№╡╕∆⁹

∕─√╘⁸∕─╟℮⌂ ╛ ┼─ ╩ ╘╢↓≤╙ ╘≡⁸ ⌐

∫√ ⌐│ ⅛⌐ ╩ ╘╢↓≤⅜ ≢№╢↓≤╩⁸ ─

≤⌂╢╟℮⌐ ⌐ ╩ ℮↓≤⅜ ⌐⌂╡╕∆⁹  

∆═≡─ ⅜⁸ ⌐™╢⅛╙⇔╣⌂™ ╩ ⅎ≡™╢ ─◘▬fi⌐

ↄ ≠⅝⁸ ─ ⌐≈⌂⅜╢╕≢ ∫≡™↑╢╟℮⁸ ⁸

⌐ ╡ ╪≢™ↄ↓≤⅜ ≢∆⁹ 

 

( )  ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ┘ ─ ╩

⇔⁸∕─ ה ╩ ∆╢  

─ ⅜ ∕─ ╩ ⇔≡₈ ╙ ⌐ ™ ╕╣╢↓

≤─⌂™ ₉╩ ∆╢√╘⌐│⁸ ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸ ⅜ ה ⇔≡ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⅜

⌐⌂╡╕∆⁹∕─√╘⁸∕╣∙╣─ ⅜ √∆═⅝ ╩ ⇔

⇔√ ≢⁸ ─ ה ─ ╖╩ ∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹  

 

( )  ─ ┘ ─ ⌐ ∆╢  

  ⌐⅔™≡⁸ ┘ ┘⌐∕╣╠─

─ ─ ┘ ─ ⌐ ⇔⁸™╛⇔ↄ╙↓╣╠╩

⌐ ∆╢↓≤─⌂™╟℮⌐⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™≤ ╘╠╣≡™╢↓≤╩

╕ⅎ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⌐ ╦╢ │⁸↓─↓

≤╩ ╘≡ ⇔≡ ⌐ ╡ ╗↓≤⅜ ≢∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

ɋȰɔÈ ȤɜȨº ÉƾǼ
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⌂ SDGs ⌐≈™≡ 
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- 33 - 

 

 

 

 ↓─ │⁸ 27

┘ ┘ ⌐ ∆╢ 27 30 ─

⌐╟╡⁸ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ ┘

⌐≈™≡ ⌂ ╩ ╘╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

 

 │⁸ ⌐ →╢ ╩ ∆╢⁹ 

( )  ─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

( )  ⌐ ∆╢ ─ ┘ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

( )  ⌐ ∆╢ ┘ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

( )  ⁸ ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

( )  ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

( )  ∕─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

  

 

 │⁸ 15 ╩╙∫≡ ∆╢⁹ 

 │⁸ ⌐ →╢ ─℮∟⅛╠ ⅜ ⇔⁸ │ ∆╢⁹ 

( )  ⅜ ⇔√  

( )  ╩ ∆╢  

( )  ⅜ ⇔√ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢  

( )  ╩ ∆╢  

( )  ☿fi♃כ─  

( )  ─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢ ╩ ∆╢  

( )   

( )   

( )  ⅜™ ≤╙⇔┘ ╩ ∆╢  

(10)  ™─∟─ ╩ ∆╢  

(11)  ─  

(12)  ─ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢ ╩ ∆╢  

(13)  ∕─ ⅜ ≤ ╘╢  

 

 

 ─ │⁸ ≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ↕╣╢↓≤╩ →⌂™⁹ 

 ⅜ ↑√ ⌐⅔↑╢ ─ ─ │⁸ ─ ≤∆╢⁹ 

 

┘  

 ⌐⁸ ─ ╩ ↕∑╢√╘ ⅜№╢≤⅝│⁸ ╩ ↄ

↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐⁸ ─ ╩ ↕∑╢√╘ ⅜№╢≤⅝│⁸ ╩ ↄ↓≤⅜≢

⅝╢⁹ 

 ┘ │⁸ ⅜ ∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ⇔√≤⅝│⁸ ↕╣╢╙

─≤∆╢⁹ 

 

javascript:void(0);
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 │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⅜ ⇔√≤⅝│⁸ ↕╣╢╙─≤

∆╢⁹ 

 

 

 ─ │⁸ ─ ⌐╟╡ ╘╢⁹ 

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢⁹ 

 ⌐ ⅜№╢≤⅝⁸ │ ↑√≤⅝│⁸№╠⅛∂╘ ⅜ ∆╢ ⅜∕─

╩ ∆╢⁹ 

 

 

 ─ ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ⅜ ∆╢⁹√∞⇔⁸ ⅜

↕╣╢ ⌐ ∆╢ │⁸ ⅜ ∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ⅜ ⇔⌂↑╣┌⁸ ╩ ↄ↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ 

 ─ │⁸ ⇔√ ─ ≢ ⇔⁸ ─≤⅝│⁸ ─ ∆╢≤↓

╤⌐╟╢⁹ 

 

─  

 │⁸ ⌂ ╩ ∆╢√╘⁸ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩

ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ │⁸ ─℮∟⅛╠ ⅜ ∆╢⁹ 

 │ ─ ─╒⅛⁸ ⌐ ∂≡ ╩ ∆╢ │ ⌂ ╩

∆╢ ╩ ─ ⌐ ⅎ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐ ╩ ⅝⁸ ⅜ ∆╢ ╩╙∫≡ ≡╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ─ ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

 ⌐ ⅜№╢≤⅝│⁸ ⌐ ∆╢ ─℮∟⅛╠№╠⅛∂╘ ⅜ ∆

╢ ⅜∕─ ╩ ∆╢⁹ 

 ─ │⁸ ─ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 

 

─  

 │ │⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ╩

╘≡ ⇔ↄ│ ╩ ⅝⁸ │ ⌂ ─ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 

10  ⁸ ┘ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ ─ │⁸

10,000 ≤∆╢⁹ 

 

 

11  ─ ─ │⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ⌐

╘╢ ≤∆╢⁹ 

  

 

12  ─ │⁸ ⌐⅔™≡ ℮⁹ 

  

 

13  ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ⅜ ╘╢⁹ 
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↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

 

 

 ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

 

 

 ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

 

 ↓─ ─ ─ ⌐ ⇔⁸ │ ↕╣╢ ─ │⁸↓─ ⌐╟

╢ ─ ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸

╕≢≤∆╢⁹ 
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┘  

 ™─∟ ⅎ╢ ─ ╩ ⌐ ™⁸ ⌐ ∆╢√╘₈™

─∟ ⅎ╢ ₉╩ ∆╢⁹ 

 

 

 │⁸ ⌐ →╢ ╩ ℮⁹ 

™─∟ ⅎ╢ ─ ┘∕─ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

─√╘─ ⁸ ┘ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

─ ⌂ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

∕─ ─ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂↓≤⁹ 

 

 

 │⁸ ⁸ ┘ ╩╙∫≡ ∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩╙∫≡ ≡╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩╙∫≡ ≡╢⁹ 

 │⁸ ⱷfiⱣכ⅛╠ ⌐ →╢ ╩╙∫≡ ≡╢⁹ 

 

 

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢⁹ 

 ⌐ ⅜№╢≤⅝⁸ │ ⅜ ↑√≤⅝│⁸ ─ ⅜

∕─ ╩ ∆╢⁹ 

 

 

 ─ │⁸ ⅜ ⌐ ∂≡ ⇔⁸ ⅜ ≤⌂╢⁹ 

 │⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐ →╢ ─ ─ ╩ ╘⁸

│ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 

 ⌐ ╘╢ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌐ ∂≡ ╩ ∆

╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩╙∫≡ ≡╢⁹ 

 №╠⅛∂╘ ⅜ ∆╢ ⅜∕─ ╩ ∆╢↓≤│ ≢№╢⁹ 

 

 

 ─ │⁸ ⌐⅔™≡ ℮⁹ 

 

∕─  

 ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ⅜

╘╢⁹ 

     

↓─ │⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⌐⁸ ─ ┘ ⇔ ∆╢⁹  

™─∟ ⅎ╢  
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１ 本市の相談窓口など 

 

   

 

 

 

 

 

 

２ 国の相談窓口 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奈良市相談窓口一覧」 

奈良市民の方が利用できる相談窓口を一覧にしたものです。 

奈良市 相談窓口一覧 

「こころの体温計」 

ストレス度や落ち込み度のチェックができます。 

奈良市 こころの体温計 

厚生労働省「まもろうよ こころ」 

電話相談・SNS 相談など各種相談があります。 

まもろうよ こころ 

厚生労働省「こころのオンライン避難所」 

ショックなニュースや自殺に関する報道に触れ、心がざわ

ついたときなどに、気持ちを落ち着ける方法を試してみま

せんか。 

こころのオンライン避難所 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

™─∟ ⅎ╢  

 

     

ₔ630 8122  

TEL  

FAX  


